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「教職員の時間外労働にも
　　　上限規制を設けて下さい」
「教職員の時間外労働にも
　　　上限規制を設けて下さい」

change.orgchange.org

　「パパを返して！」　昨年夏、Ａさん（当時４０代

前半）は、生まれてくるわが子の顔を見ることもなく、

脳出血で亡くなりました。当時、長子は２歳、妻のお

腹の子は６ケ月でした。Ａさんは、土日の部活動指導

も含め、長時間労働があたり前となっていました。現

在、仲間が公務災害申請にむけて勤務の実態を調べて

いますが、とても時間がかかっています。なぜなら、

この学校には、タイムカードも、ＩＣカードもなく、

教職員が何時間働いたか、その記録が存在していない

からです。教員は、どれだけ働いても「残業代」は０

円。教員に残業代を支払う必要がないため、いくらで

も仕事を増やすことができます。学校現場では勤務時

間が適切に把握されず、過労死基準に当たる１００時

間以上働くのが「常識」となっているのです。これか

ら、国は、教員の働き方や業務のあり方について検討

するとしています。そのなかで、まずは、過労死基準

を上回る長時間労働が横行する学校の「常識」を変え

るため、直ちに時間外労働の上限規制を設けるべきで

す。「教職員にも時間外労働時間の上限規制を行うべ

き！」という声を政府に届けましょう。

＜呼びかけ人＞（５月現在）

　青木 純一（日本女子体育大学教授）
　内田 良（名古屋大学准教授）
　大内 裕和（中京大学教授）
　尾木 直樹（教育評論家・法政大学特任教授）
　高須 裕彦（一橋大学フェアレイバー研究教育センター）
　竹信 三恵子 (和光大学教授）
　長沼 豊（学習院大学教授）
　樋口 修資（明星大学教授）
　広瀬 義徳（関西大学教授）
　広田 照幸（日本大学教授）
　本田 由紀（東京大学教授）
　むかい ゆか（元教員、教育心理研究家）
　山口 俊哉（過労死遺族）
　油布 佐和子（早稲田大学教授）

【呼びかけ人からのメッセージ】

今回、この働き方改革に関して、まず様々

な有識者の方々から御意見をいただいて、文

科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし

たいと考えております。

主催団体：「教職員の働き方改革推進プロジェクト」

今すぐ賛同 →



日　教　組　香　川(２)　(２)　第282282号 20172017年６月１６月１日(木)(木)

日教組、文
部科学省

　　と協議

日教組、文
部科学省

　

教職員の
長時間　

　 労働是
正にむけ

て

教職員の
長時間　

　

　日教組は４月28日、文部科学省に

対し「教職員の賃金・労働条件に関

わる春季要求書」を提出し、春の段

階での文科省の考えを質しました。

（出席者、文部科学省からは、瀧本

大臣官房審議官（初等中等教育局担

当）ら６名、日教組からは、清水書

記長ら５名）

　冒頭、清水書記長が、2016年度の

公立小・中学校教員の勤務実態調査

の速報値が４月28日に公表されたこ

とにふれ、「昨年、『次世代の学校

指導体制にふさわしい教職員の在り

方と業務改善のためのタスクフォー

ス』で業務改善の方策等について検

討が行われた。また、政府の『働き

方改革』の議論が進められる中、今

回の勤務実態調査結果をふまえ、教

職員の長時間労働是正にむけた実効

ある具体的改善策を早急に打ち出し、

対応いただきたい」と要請しました。

その上で、「学校現場をめぐるさま

ざまな課題については、この間、各

専門部や担当部局から要請させてい

ただいている。本日は、春季要求と

して、主に教職員の賃金・労働条件

の改善にむけ要請させていただきた

い」とあいさつしました。

　続いて、宇髙書記次長が、具体的

要求事項を説明し、とくに①教職員

の勤務実態や職務の複雑・困難、責

任の度合いにふさわしい処遇改善、

②臨時・非常勤教職員の賃金・労働

条件の改善、③再任用教職員の職

務・職責の実態をふまえた給与改善、

④退職手当に係る調整額区分の適用

改善、⑤長時間労働是正にむけたと

りくみ、⑥計画的な教職員定数改善

等を求めた。

　これに対し、瀧本審議官は、「こ

れまでも『すべては子どもたちのた

めに』の精神で、さまざまな課題に

現場目線でとりくんできた。子ども

たちを支える教職員を支援するとい

う姿勢で、相互に連携していければ

と考えている」と述べた上で、以下

のとおり回答した。

１．教職員の勤務実態と職務の複雑

　・困難、責任の度合いにふさわし

　い処遇改善について

　今のままでは教職が魅力ある職と

して学生に認識してもらいにくいと

いう課題意識もある。こうした状況

をふまえ、人確法や教特法の趣旨を

ふまえた処遇改善を大事にしなけれ

ばいけない。今後とも優秀な人材を

確保していくため、メリハリある給

与体系の確立にむけて検討する必要

があると考えている。

２．臨時・非常勤教職員の賃金・労

　働条件の改善について

　臨時的任用教職員が、学校現場で

果たしている役割も大変大きいと認

識している。現在、地公法改正法案

が国会で審議されているが、その審

議状況等を見守りながら、今後、適

切に対処していきたい。

３．再任用教職員の給与水準の改善

　について

　退職前後で同等の職務・職責を担

っている再任用教職員の給与水準の

改善が必要だという指摘の趣旨は理

解するが、しくみ自体は民間とのバ

ランスの中で構築されてきている。

この間、人事院において単身赴任手

当や勤勉手当の成績率の改善等が行

われてきた。再任用職員の

給与については、昨年の人

事院勧告で「引き続き、必

要な検討を行っていく」と

示されたところであり、今

後も、人事院における検討

をふまえながら対応してい

く必要があると考えている。

４．退職手当に係る調整額

区分の適　用改善について

　退職手当に係る調整額区

分について、創設当時、総務省と文

科省では考え方の相違があり、文科

省の考え方を各県に通知した。しか

し、総務省の考え方に沿った自治体

が多いのが実態である。退職手当の

見直しがなされるのであれば、それ

を機に、何かできるかどうか検討し

たいと考えている。

５．教職員の長時間労働是正につい

　て

　本年１月20日に厚労省において定

められた「労働時間の適正な把握の

ために使用者が講ずべき措置に関す

今回、この働き方改革に関して、まず様々

な有識者の方々から御意見をいただいて、文

科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし

たいと考えております。

清水日教組書記長（左）と瀧本文部科学省大臣官房審議官
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日教組、文
部科学省

　　と協議と協議

教職員の
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　 労働是
正にむけ

て
 労働是正

にむけて

るガイドライン」等をふまえ、文科

省も２月10日、各教育委員会にガイ

ドラインの内容を周知した。勤務時

間の適正な把握については、従来か

ら要請しているが、引き続きお願い

していきたい。

　教員勤務実態調査について、今回

の調査結果では、月平均の時間外勤

務が、小学校では約70時間、中学校

では約93時間といった異常な実態が

明らかになっている。これまで教員

の献身的な勤務により支えられてき

ていたがもはや限界に来ている。松

野文科大臣も、記者会見で「看過で

きない大変深刻な事態」だと述べて

いる。事務方としては、日教組をは

じめ現場実態をよくわかっている関

係団体からのヒアリングを行い、ス

ピード感をもって、論点整理し中教

審の審議、対応につなげていきたい

と考えている。

６．さらなる定数改善について

　定数改善については、今年度予算

においては868人の改善となったが、

与野党を問わず、また日教組をはじ

め関係団体の支援も得て、通級指導

の充実や外国人児童生徒への教育の

充実に関わる加配を基礎定数化する

法案を成立させることができた。法

律の改正をともなう計画的な定数改

善は16年ぶりであり、今後10年にお

いて計画的な定数改善がなされるこ

ととなる。今後の教職員定数の改善

にむけて、学校現場のニーズをふま

えることが重点であり、ご意見を聞

かせていただきたい。

　瀧本審議官の回答に対し、清水書

記長は、長時間労働の是正に向けた

中教審の検討を前にまず現場の声を

聞くとしたことや、教職員定数のさ

らなる改善にむけた姿勢を示したこ

とに敬意を表するとともに、お互い

知恵を出し合い、連携しながらすす

めていくことを確認し、交渉を終え

ました。

　５月１日、日教組は、教職員の多

忙化解消に関わって文科省と協議を

行いました。文科省からは初中局企

画課の教育公務員係・調査係、財務

課、参事官（学校運営支援担当）付、

企画・学校評価係、教育課程課、健

康教育・食育課が、日教組からは藤

川組織労働局長が出席しました。主

な内容は以下のとおりです。

１．学校運営支援・業務改善に係る

文科省の体制と今後の推進スケジュ

ールの見通しについて

○17年１月に学校環境改善対策プロ

ジェクト・チームを設けた。先に公

表した教員の長時間労働の実態は看

過できないものであり、業務改善を

加速化していく。

○業務は所定勤務時間内で終了する

ことをめざすべき。

○心身ともリフレッシュし、労働と

生活の適正なバランスが必要である。

２．06年勤務実態調査以降、文科省

がすすめてきた「子どもと向き合う

時間の確保」の施策の評価について

○17年度「学校現場における業務改

善加速事業」を通じて、エビデンス

を得ることとなる。

○学校現場の業務の適正化を推進す

る中で、教員が授業や生徒指導等の

「子どもと向き合う時間」に集中で

きる環境整備に取り組む。

３．学校長が命じた職務に対して教

育公務員が担うべきという法令上の

根拠について

○学校教育法３７条４項、地公法３

２条である。

○超勤４項目の規定との関係から、

勤務時間後に給付型奨学金に係る書

類作成業務を命じることはできない。

４．市町村立小中学校に勤務する教

員の勤務時間割り振り権について、

教育長から校長への委任が条例等で

定めていない場合の割り振り権限に

ついて　

○校長が勤務時間の割振りを行うた

めには、条例等で校長に当該権限が

委任されている必要がある。

５．事務職員、栄養職員、学校技能

員に時間外勤務命令を命じる場合に

ついて

○災害その他避けることのできない

事由によって、臨時の必要がある場

合（労基法３３条１項）を除き、時

間外勤務を命じるためには、３６協

定を締結する必要がある。

　今回、文科省は、事務職員、栄養

職員、学校技能員に時間外勤務命令

を出すためには、災害その他避ける

ことのできない事由によって、臨時

の必要がある場合（労基法３３条１

項）を除き、３６協定締結の必要が

あることを明確にした。したがって、

上記の場合を除き、３６協定を締結

することなく、時間外勤務命令を出

しているときは、労基法違反となる。

また、今後予定されている労基法改

正により労働時間の上限規制が法制

化された場合、事務職員、栄養職員、

学校技能員については、上限規制が

適用されることになる。

今回、この働き方改革に関して、まず様々

な有識者の方々から御意見をいただいて、文

科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし

たいと考えております。
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国会でも教職員の働き方質疑
　５月８日の参議院決算委員会において、斉

藤嘉隆参議院議員（日政連）による教職員の

働き方改革に関わる質疑に対して、松野文部

科学大臣が中教審に諮問すると答弁した内容

につき、以下が詳細になりました。

〈斎藤嘉隆参議院議員〉

　これまでと同じような業務改善などのとり

くみでは、長時間労働是正につながらないの

ではないと思いますけれども、この点につい

てどのようにお考えですか。

〈政府参考人（藤原誠文科省初等中等教育局長）〉

　先ほど私から御説明申し上げた様々な取組

につきましては、委員御指摘のとおり、まだ

必ずしも十分な効果を上げていない状況でご

ざいます。

〈斎藤嘉隆参議院議員〉

　以前の委員会でもお伺いをしました。今、

公立の教員には時間外勤務手当というのは支

払われません。私は、ここに最大の多忙化の

原因があるのではないかと。労基署の指導も、

当然、公立学校の教員については受けないん

です、何時間働こうと。政府の働き方改革実

行計画でも、公立学校の教員というのは蚊帳

の外になっています、現状。

　私は、この大本である給特法を今やっぱり

見直していく議論をスタートあるいは再開を

していくべきだというように思っています。

これは、松野大臣の責任の下で、私は中教審

にこの議論を再開するように是非諮問をして

いただくべきではないかというふうに思いま

す。それが今の、もうこれだけ社会問題にな

っている問題の解決につながっていくんじゃ

ないかという思いを持っておりますが、大臣、

いかがでしょうか。

〈松野博一文部科学大臣〉

　これはもう斎藤先生御存じのとおり、給特

法の議論はもう長くやっておりまして、その

中において、文科省としてこのありようにつ

いての、これは他の公務員制度の取扱いなど

を考慮しながら検討する必要があるというこ

とを主張してまいりましたが、現状において

その改革がなされていないというのは先生か

ら御指摘があったとおりであります。同時に、

なかなかこれ、財源の問題や教職員の働き方

の問題もあって御承知のとおり大変難しい側

面も持っているものでございます。

　今回の教員の働き方の調査の中において、

やはり今、長時間労働という現実が看過でき

ないところまで来ている、これは共通の認識

で私も持っておりますし、日本の先生方とい

うのは大変真面目で優秀な方であるから一生

懸命現場で頑張っていただいて今日の日本の

教育をつくり上げていただいているわけであ

りますが、もはや教師の方々の頑張りに頼る

だけでは持続していかない状況に至っている

という認識を持っております。

　今回、この働き方改革に関して、まず様々今回、この働き方改革に関して、まず様々

な有識者の方々から御意見をいただいて、文な有識者の方々から御意見をいただいて、文

科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし

たいと考えております。たいと考えております。その中教審でまず働

き方改革についての御議論をいただいた上で、

その方向性の中にあって更に給特法に対する

これは議論が必要だということになれば、改

めてその上で検討してまいりたいと考えてお

ります。

　５月15日の参議院行政監視委員会において、

那谷屋正義参議院議員（日政連）は、教職員

の働き方等に関わる質疑に対して、松野文部

科学大臣から答弁を引き出しました。

○教職員の働き方改革に係る中教審諮問につ

いて

〈那谷屋参議院議員〉

　５月８日の参議院決算委員会で、斉藤嘉隆

議員の質問に対しまして松野文科大臣から、

教職員の働き方改革を進めるために中教審に

諮問するとの答弁があった。また４月２７日

に文科省が実施した教員勤務実態調査の速報

値が公表され、教員の勤務実態は限界に達し

ていると言わざるを得ない結果であったが、

文科大臣にあらためてお伺いしたい。

〈松野文部科学大臣〉

　今回の調査結果の速報値において、あらた

めて看過できない大変深刻な事態が客観的な

エビデンスとして裏付けられたと考えている。

またさらに教育団体や有識者からのヒアリン

グを実施し、その結果を受けて、中教審の場

においてしっかりと議論をしていきたい。

○給特法５条について

〈那谷屋参議院議員〉

　今回の勤務実態調査で、教員の健康及び福

祉に考慮しなければならないという給特法第

５条の趣旨と教育現場の実態とに乖離がある

が、いかがか。

〈松野文部科学大臣〉

　今回の勤務実態調査の速報値において、学

校現場で教員が大変な長時間勤務になってい

る。この５条は、公務員の健康及び福祉を害

しないように考慮しなければならないとうこ

とであり、教員は子どもたちとの人間的なふ

れあい、人格同士のふれあいにおいての教育

という重要性がある。その観点からおいても、

教員の長時間労働をしっかりと是正して、教

育の質を上げていかなければならないと思う。

○労働基準法108条、120条について

〈那谷屋参議院議員〉

　公立学校の教員や学校事務職員等について

も労基法108条や120条は適用されるか。

〈厚労省〉

　労基法108条や120条は適用される。

　○給特法と実態との乖離について

〈那谷屋参議院議員〉

　労基法108条、120条が適用されるというこ

とから、公立学校の教員や学校事務職員など

の労働時間数や時間外労働時間等を使用者は

賃金台帳（労働者ごとに労働日数、労働時間

数、休日労働時間数、時間外労働時間数など

といった事項）を適正に記入しなければなら

ない。公立学校の教職員の使用者はだれにな

るのか。

〈藤原初等中等教育局長〉

　服務監督権者である市町村教育委員会や所

属職員を監督する学校長になる。

〈那谷屋参議院議員〉

　教員勤務実態調査の結果から、小学校教諭

の学内勤務時間の平均が、平日１１時間１５

分となっている。この場合、賃金台帳には、

労働時間７時間４５分、時間外勤務時間は３

時間３０分という記載になるのか。

〈藤原初等中等教育局長〉

　厚労省が作成した先ほどのガイドラインで

は、労働時間とは使用者の指揮命令下にある

時間とされている。このことから正規の勤務

時間を超過した分は、給特法に基づき、学校

長から命じられた業務（限定４項目）に関し

ては賃金台帳に記載する。教員が自主的、自

発的に従事している時間は、賃金台帳には記

載しない。

〈那谷屋参議院議員〉

　そうすると賃金台帳に記入できる時間外勤

務時間数というのは実態と比べて、大幅に減

るということになる。例えば、中間テスト問

題を作る時に、勤務時間内でできないという

実態があるが、テスト問題作りは、教員の業

務か、業務でないか。

〈藤原初等中等教育局長〉

　テスト問題を作るのは教員の業務であると

思う。

〈那谷屋参議院議員〉

　限定４項目に入らない様々な業務が、教職

員を多忙にしている。賃金台帳に記入される

時間と、今回の勤務実態調査の時間外では大

きく乖離している。このような状況だがいか

がか。

〈藤原初等中等教育局長〉

　先ほど大臣からも答弁しましたが、中教審

への諮問に向けて様々、準備している。その

前提として、関係団体等のヒアリングをして

いき、それを受けて中教審で議論していきた

いと考えている。那谷屋議員、ご指摘のこと

につきましても、関係団体等の意見を踏まえ

ながら対応していきたい。

〈那谷屋参議院議員〉

　給特法ができた時とは、状況がちがう。そ

のままにすることは問題があると指摘せざる

を得ない。中教審での議論も検討してはいか

が。

〈松野文部科学大臣〉

　現状の働き方の問題点を文科省で争点をま

とめ、中教審で審議をし、結論が出たものを

逐次実施していきたい。その審議の過程で、

更にそれを超える問題が出てきたという状況

において、給特法に関してどういった形で検

討していけばいいかについても考えたい。
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今回、この働き方改革に関して、まず様々

な有識者の方々から御意見をいただいて、文

科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし

たいと考えております。

　５月８日（月）、日教組香川は、

五者共闘（日教組香川、自治労香川、

県職連合、香教組、高教組）で、県

人事委員会（委員長　東条正幸）と

交渉を行いました。日教組香川から

は、嶋村委員長が、幹事組合として

出席しました。

　嶋村委員長からは、超勤・多忙化

解消に向け、まずは、『出退勤記録』

が、学校現場にないことは、労基法

１０９条違反で罰金刑だが、人事委

員会はこのことをどう受け止め、報

告にするのか？と発言があった。ま

た、県教委が、義務制の教職員の勤

務管理を市町に丸投げしていいのか

とも発言があり、報告にどう反映さ

せるか、今後も取り組みを強化して

いかねばならない。

　なお、要求書の説明の中で、東条

人事委員会委員長からは、以下のコ

メントがありました。

「賃金水準がラス４５位まで落ちて

いることは認識している。モチベー

ションが下がっても仕方がない。個

人的には、何らかの改善が必要だと

考えている。」

「教員の多忙化は前から知っている。

しなくていいものはしないように。

現状、カットしきっているのか？教

委には伝えておく。」

「子どもの学校行事には、堂々と休

んで行って欲しい。休暇制度をつく

ること自体恥ずかしい。」

　また、最後に

「給与は他県の動向を見ながら、勧

告と報告をしたい。過重労働につい

ては、任命権者も実態はわかってい

るはずだ。研究し、改善に向けて取

り組みをしてくれると思う。他県の

動向を見ながら、対策の方向を勧告

と報告に出したい。」

　なお、７月に独自交渉、１０月に

勧告と報告の予定です。

　働き方改革は、「働く人を犠牲

にした政策」を見直し、長時間労

働や不安定雇用の改善、過労死・

心の病などが無い環境を作り出す

ことです。

　しかし、教育現場は本来の授業

以外に負担が増し、長時間労働

（過労死レベル）の割合が７割を

超える状況は異常としか言えませ

ん。

　教員は、社会を形成する大切な

人財を育てる重要な役割がありま

す。教員の皆さんの、ゆとりある

生活とイキイキと働ける職場で子

５．８　連合香川に
　　　「緊急提言」 への取り組み要望
　５月８日（月）、日教組香川は、連合香川に「緊急提言」への取り

組みを要望しました。

　　　　　　　働き甲斐が実感できる教育職場へ

　　　日本労働組合総連合会　香川県連合会　　会長　　進藤龍男

どもたちに希望が与えられるよう、

教員の勤務実態を適正に把握し、

適正な時間外労働などの法整備が

必要です。

東条県人事委員会委員長と手交する
嶋村日教組香川委員長

進藤連合香川会長(左)と嶋村日教組
香川委員長

○勤務時間の把握について

〈那谷屋参議院議員〉

　教職員の勤務時間の把握について、先ほど

の厚労省の「労働時間適正把握ガイドライン」

で示されている、始業・終業時刻の確認及び

記録の原則的な方法は。

〈厚労省〉

　原則的な方法は、使用者が自ら現認するこ

とにより確認し、適正に記録すること。タイ

ムカード、ICカード、パソコンの使用時間の

記録など客観的な記録を基礎として確認し、

適正に記録することがあげられる。またやむ

を得ない場合として自己申告制によることも

あげられる。

〈那谷屋参議院議員〉

　学校現場では、タイムカード、ICカード、

パソコンの使用時間の記録などで勤務時間を

管理しているのか。

〈藤原初等中等教育局長〉

　全体の市区町村教育委員会の 6.1％がタイ

ムカード等を導入して管理している。文科省

としては、厚労省で作成した「労働時間適正

把握ガイドライン」において、始業・終業時

刻を確認、記録する方法の１つとして、タイ

ムカード、ICカード、パソコンの使用時間の

記録など客観的な記録を基礎として確認し、

適正に記録することと示されているので、各

都道府県・指定都市教育委員会に周知して、

通知を出している。

〈那谷屋参議院議員〉

　導入するための予算確保については、いか

がか。

〈藤原初等中等教育局長〉

　労働基準法上、労働時間の管理を適切に行

う責務は使用者にあるので、国として予算措

置を行うことは考えていない。教員の勤務時

間を適正に把握することは非常に重要である

ので、今後とも各教育委員会に対して指導を

徹底していきたい。

　なお、同日の質疑では、教員の労働時間の

概念について、整理をする必要があります。

また、労働時間を記録した賃金台帳は公務災

害認定の際、時間外労働時間を確認する資料

として活用されるが、自発的行為にあたる業

務に従事した労働時間が記録されないという

ことになり、同日の国会答弁は教員の公務災

害認定に深刻な影響を与える懸念が生じたこ

とから、日教組弁護団との協議のもとで、国

会対策を早急に行います。

５．８ 県人事委員会に要求書提出
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教育実践講座 Ⅰ

子どもは算数のどこで躓くのか？⑬　（時計が分からない！）
石原清貴（元小学校教員）

つまず

１．繰り返される悲劇

　毎年、２年生の受け持ちと保護者を悩ませる算数の

問題があります。それが２年生の「一日の生活」とい

う名前で指導される「時計の時刻読み」と「時刻制度」

についてです。教科書の指導内容は、

・時計を見て時刻が言えること。

・１時間が60分であること。

・１日が24時間制であること。

・24時間制以外に午前と午後の12時間×２で呼ぶこと

　もあること。

・時刻と時刻の間が時間であること

といった項目が出てきています。

　これらの内容、元々は生活指導の内容で、「一日の

生活を通して時計が読め、その仕組みが分かればい

い」程度のことだったのです。ところがどういうわけ

か算数の指導内容として位置づけられたのです。

　生活指導であれば、学校生活の中で「今、何時何分

？」とか、「あと何分で授業が始まるの？」とかを、

それこそ生活の中でじっくり指導すればいいことです。

仮に時計が理解できなかった子がいたとしてもじっく

り指導すれば、だんだんに理解されてくることは多く

の教師も保護者も知っていることです。

　ところが、算数の指導内容として位置づけられると、

状況は一変します。算数の授業内で理解できないとい

けない事柄になってしまうのです。指導時間は長くて

も３時間程度です。つまり、３時間で時計が読めなか

った子は読めるようにならないといけないのです。そ

れ以外に24時間制度や12時間×２制度が理解でき、時

刻と時刻の間の時間が計算できないといけなくなるの

です。

　こうなると「時間や時刻は成長に伴ってそのうち分

かる」ということは言っていられません。年間指導プ

ログラム上２年の４月に「分からせないといけない」

ことになります。当然、発達の程度の差がありますか

ら、理解ができない子もいます。そういった子は理解

が悪い子に分類され、そのことで、親子が真剣に悩む

事態が発生します。「僕はだめな子なのだ」「うちの

子は時計が分からないだめな子かもしれない」という

劣等感や指導への不信感を生み出す結果となります。

　実はこういった時計の指導によって引き起こされる

悲劇は、今に始まったことではないのです。なんと少

なくとも50年以上繰り返されているといっても過言で

はありません。

　こういった悲劇を繰り返さないために、２年生の４

月に時計読みや時間時刻の指導を止めることが何より

の対策です。現行の指導要領では３年生にも「時間と

時刻」の指導がありますので、そこで扱えばいいよう

に思います。

　とはいえ、指導要領が改善さ

れる見込みはありません。また、

教師が自主的に指導内容や方法

を改善してくれる見込みもあり

ません。となると、親が何とか

対策を講じないといけません。

そこで、次のようにして指導す

ることが考えられます。

２．時計模型を改造すると分かり易くなる。

・２時40分を３時40分と言う場合があります。・２時40分を３時40分と言う場合があります。

いったいどうして２時40分を３時40分と読むのでしょ

うか？短針が２よりも３に近くなっているからです。

　この間違いを訂正するには、時計を動かしながら３

の目盛りに行くまでは２時なのだということを言って

聞かせないといけません。そこで納得できる子はいい

のですが、どうにも納得できない子もいます。そうい

った場合は、子どもさんが持っている時計の模型にち

ょっとした細工を施すことで、クリアーできる場合が

あります。それは下の画像にあるように、各時刻の間

を３色に色分けしてあげることです。

　こうすると、短針がどの時刻帯にあるかがはっきり

しますので、２時40分を３時40分と間違うことはなく

なります。

・０時がないという問題への対策・０時がないという問題への対策

　これは対策というか、時計の時刻表示システムの根

本的な問題です。実は時計には０時表示がありません。

もっと言えば、12時から始まり１時・２時と時刻目盛

りが刻まれるのです。12から始まり１・２と進んでい

くのは、子どもにすればとても奇妙な事柄なのです。

　時刻制の原則に沿って言えば、24時間制では12時40

分は存在します。しかし、午前・午後制では午後０時

40分はあっても、午後12時40分は存在しません。

　このことをしっかり押さえるためには、やはり模型

時計の文字盤に０時を書き込むことをおすすめします。

こうすることで、午後０時40分というのがあるという

ことは伝えられます。しかし、24時間制や午前・午後

制の関係を正確につかませるには時計では無理です。

どうしても時間を直線で表した図が必要です。

 　　　　　　　　　改造しよう。

石原清貴氏

今回、この働き方改革に関して、まず様々

な有識者の方々から御意見をいただいて、文

科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし

たいと考えております。
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2017年度夏季研究集会等の開催日程と場所が決定！
　日教組主催の２０１７年度夏季研究集会等の開催日程と場所が決まりました。参加ご希望の方は書記局までご

連絡ください。なお、未組合員で、参加ご希望の方も書記局までお問い合わせ下さい。

集 会 名

日教組栄養教職員研究集会

学校図書館全国集会

日教組養護教員部研究集会

母と女性教職員の会全国集会

両性の自立と平等をめざす教育研究集会

全国寄宿舎教職員研究集会

日教組全国学校事務職員研究集会

全国学校現業研究集会

日教組幼児教育研究集会

実習教員全国集会

教育総研研究交流集会

日教組私学教育研究集会

日大教研究集会

日教組臨時・非常勤教職員等全国交流集会

日  程

7月29日㈯～30日㈰

8月5日㈯～6日㈰

7月28日㈮～30日㈰

8月1日㈫～2日㈬

8月3日㈭～4日㈮

8月5日㈯～6日㈰

7月28日㈮～30日㈰

8月5日㈯～6日㈰

7月22日㈯～23日㈰

7月29日㈯～30日㈰

8月20日㈰～21日㈪

7月29日㈯～30日㈰

＜未定＞

8月26日㈯～27日㈰

場  所

日本教育会館

日本教育会館

群馬県磯部温泉

葛飾シンフォニーホール

日本教育会館・連合会館

日本教育会館

茨城県水戸市

日本教育会館

大阪市内

日本教育会館

錦糸町・東武レンバントH

日暮里・Hラングウッド

＜未定＞

日本教育会館

今回、この働き方改革に関して、まず様々

な有識者の方々から御意見をいただいて、文

科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし

たいと考えております。



日　教　組　香　川(８)　(８)　第282282号 20172017年６月１月１日(木)(木)

日教組香川加入メニュー
日教組香川には、香川県の公立学校で働く教職員であれば、どなたでも加入することができます。校種・職種は問いません。

月１,０００円で全国のなかまと会える！

メ ニ ュ ー 月　会　費 各種サービス

組合員
初年度　月1,000円　　その後、

年齢ごとに　2,000円～5,000円

情報誌等配布・各種研修会案内

全国集会等旅費負担・個別課題への対応

組合員
講師

臨時採用
月1,000円 組合員に準ずる

jtu-kagw@triton.ocn.ne.jp
すべての

お問い合わせは

日教組
香川　組合加入説明会　開催！

日時　２０１７年６月２５日（日）１１：００～１２：００

場所　ルポール讃岐
　
ただいま新組合員組合費 １０００円／月キャンペーン中

ご質問に

お答えします

●組合って何をするところ？

●組合費は？

●組合に入ると得することありますか？

今回、この働き方改革に関して、まず様々

な有識者の方々から御意見をいただいて、文

科省で論点をまとめた上で中教審に諮問をし

たいと考えております。


